
災害時公衆電話の設置・利用に関する覚書 

 

匝瑳市（以下「甲」という。）とＮＴＴ東日本株式会社（以下「乙」という。）は，災害が発

生した際に乙の提供する災害時用の公衆電話（以下「災害時公衆電話」という。）の設置及び

利用・管理等に関し，次のとおり覚書を締結する。 

 

（目的） 
第１条　本覚書は，災害の発生時において，甲乙協力の下，被災者等の通信の確保を目的と

する。 
 

（用語の定義） 

第２条　本覚書に規定する「災害の発生」とは，災害救助法(昭和22年法律第118号。その後

の改正を含む。)　第2条に規定する政令で定める程度の災害，または同様の事象の発

生により社会の混乱が発生していることをいう。 

２　本覚書に規定する「災害時公衆電話」とは，甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気

通信回線及び電話機接続端子を敷設し，災害の発生時に電話機を接続することで被災

者等へ通信の提供を可能とするものをいう。 

 
（災害時公衆電話の設置場所及び設置箇所） 
第３条　災害時公衆電話の設置に係る設置場所（住所・地番・建物名をいう。以下同じ。）及 

び電気通信回線数については甲乙協議のうえ，乙が決定することとする。 
２  災害時公衆電話の設置に係る設置箇所（設置場所の建物内における災害時公衆電

話を利用する場所をいう。以下同じ。）については，甲乙協議のうえ甲が決定するも

のとする。 
３　本条第 1 項及び第 2 項における設置場所，設置箇所及びこれらに付随する設置に

かかる必要な情報（以下「設置場所等情報」という。）は甲乙互いに保管するものと

する。なお，保管にあたっては，甲乙互いに情報管理責任者を任命し，その氏名を

別紙１に定める様式をもって相互に通知することとする。 
 

（通信機器等の管理） 
第４条　甲は，災害時公衆電話の配備に必要な設備において，配管・引込み柱・端子盤等を

既存設備以外で新たに必要な場合には，甲の費用負担で設置するものとする。 
２　甲は，災害の発生時に災害時公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう，甲所

有の電話機を適切な場所に保管することとする。 
 
（電話回線等の配備） 
第５条　乙は，災害時公衆電話の配備に必要な設備において，屋内配線（モジュラージャッ

クを含む。以下同じ。）を乙の費用負担をもって設置することとする。 



 
（移転，廃止等） 
第６条　甲は，災害時公衆電話の設置された場所の閉鎖，移転等の発生及び新たな設置場所

が発生した場合は，速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。 
２　前項の設置に係る費用については，第 4 条及び第 5 条に基づき行うものとする。

ただし，設置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担をもって行うものとする。 
 
（利用の開始） 
第７条　災害時公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし，甲は災害時公衆電

話を速やかに設置し，被災者等の通信確保に努めるものとする。 
ただし，設置場所の存在する地域において，災害時公衆電話の設置場所が避難所と

なる場合においては，甲の判断により，利用を開始することができるものとし，甲は

乙に対し災害時公衆電話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。 
 
（利用者の誘導） 
第８条　甲は，災害時公衆電話を開設した場合，利用者の適切な利用が行われるよう，可能

な限り利用者の誘導に努めるものとする。 
 
（利用の終了） 
第９条　災害時公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし，甲

は災害時公衆電話を速やかに撤去するものとする。 
　　　 　ただし，乙が利用終了を通知する前に，避難所を閉鎖した場合においては，甲はす

みやかに災害時公衆電話を撤去し，甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととす

る。 
 
（設置場所の公開） 
第１０条　乙は，災害時の通信確保のために，災害時公衆電話の設置場所等情報について，

甲と協議の上，乙のホームページ上で公開するものとする。 
 
（定期試験の実施） 
第１１条　甲及び乙は，年に１回を目安として，災害発生時に災害時公衆電話が速やかに設

置できるよう，別紙２に定める接続試験を実施するものとする。 
　　　 
（故障発見時の扱い） 
第１２条　甲及び乙は，災害時公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発

見した場合は，速やかに相互に確認しあい，故障回復に向け協力するものとする。 
 
（目的外利用の禁止） 



第１３条　甲は，第７条に規定する利用の開始及び第１１条に規定する定期試験を除き，災

害時公衆電話の利用を禁止するものとする。 
２　乙は災害時公衆電話の利用状況について，定期的に検査することとする。 
３　甲は，乙より目的外利用の実績の報告があった場合は，速やかに当該利用が発生し

ないよう措置を講じ，その旨を乙に報告するものとする。 
４　前項の措置にかかわらず，甲の目的外利用が継続する場合は，抜本的な措置を甲乙

協議のうえ講ずるものとする。この場合において，災害時公衆電話の撤去を行うこと

となった場合は，撤去に関する工事費用等及び甲の目的外利用により発生した分の利

用料は，甲が負担するものとする。 
 
（機密保持） 
第１４条　甲及び乙は，本覚書により知り得た相手方の営業上，技術上の機密を，その方法

手段を問わず，第三者に漏洩してはならない。この義務は，本覚書終了後も同様と

する。 
２　本覚書は，変更もしくは解除の申し入れが無い限り，自動更新にて有効とする。 
 

（協議事項） 
第１５条　本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は，甲乙誠意をも

って協議のうえ定めるものとする。 
 
 
本覚書を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自がその１通を保有す

る。 

 

 

令和　７年　９月　１日 

 

 

甲　　千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３番地２ 

匝瑳市 

匝瑳市長　　　宮内　康幸　　　 

 

 

乙　　千葉県千葉市中央区富士見一丁目１２番１７号 

　　　ネクストサイト千葉ビル７階 

ＮＴＴ東日本株式会社　 

千葉事業部長　井上　暁彦　　　 


